
（
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
二
号
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
の
二
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
年
金
手
帳
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
二
条

年
金
手
帳
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
二
ペ
ー
ジ
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
と
改
め
る
。

（
四
ペ
ー
ジ
か
ら
六
ペ
ー
ジ
ま
で
）
及
び
（
八
ペ
ー
ジ
か
ら
十
ペ
ー
ジ
ま
で
）
中
「平

成

」
を
「平

成
令
和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
三
条

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号

（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
の
二

（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号
の
二

（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
の
三

（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号
の
三

（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
九
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
の
二
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
の
二
の
二
及
び
様
式
第
十
号
の
三
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
一
号
の
四
及
び
様
式
第
十
一
号
の
五
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
四
号
（
第
一
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
八
号
（
第
一
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
二
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
二
号
の
三
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
四
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
九
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
九
号
の
二
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
九
号
の
二
の
二
（
第
一
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
九
号
の
三
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
号
（
第
一
面
）、
様
式
第
三
十
一
号
、
様
式
第
三
十
二
号
、
様
式
第
三
十
二
号
の
二
（
第
一
面
）、
様
式
第
三
十
二
号
の
三
（
第
一
面
）
及
び
様
式
第
三
十
二
号
の
四
（
第
一
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
二
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
二
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
四
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
五
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
七
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
三
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
五
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
五
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
六
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
四
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


